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Ⅰ はじめに  

―ふたたび改革の時代を迎えてー 

 

 かつて、本市は「財政再建団体①転落」の危機に直面し、市民サービスを停滞

させるという、自治体としてあってはならない経験をしました。この苦しい経

験から、本市は他の自治体にさきがけて、行財政改革に真摯に取り組み、捻出

した財源を真に必要な市民サービスの向上に振り向けるという、行財政改革と

しての本来の姿を確立させてきました。 

 

しかし、日本経済は本格的な回復が遅れ、本市の市税収入は減少を続けてい

ます。また、国の三位一体改革②の動向は、地方への財源保障機能を担う交付税

制度の縮小が必至であり、本市の財源不足額はさらに拡大すると見込まれてい

ます。役所が陥りがちな、現状を到達点と考え、現状維持の考え方を続けるこ

とは、再び「財政再建団体転落の可能性」と「市民サービスの停滞」という、

自治体としてあってはならない事態を迎えることになります。 

 

現在見込まれる財源不足額の大きさは、かつての節約偏重型の行政改革や管

理部門主導による行政改革だけでは、克服することのできない事態を迎えてい

ます。仕事のやり方を変えて大胆な減量を行い、新たな施策を展開していく財

源を確保するとともに、人員、財源、物的施設、情報などの限りある行政資源

を、市民にとっての成果の視点から、最大最適化させる「経営」の考え方を推

し進めていく必要があります。市民に最も近い現場での改善・改革が、市民サ

ービスの質的な向上を図る上で重要になってきています。 

 

本市では、平成１５年度当初には若手・中堅職員からなる「大東市役所を変

える５０の方法プロジェクトチーム」が、組織で取り組むべき３０の提案シー

トをまとめました。 

また、平成１５年度末には、本市の行政運営に民間経営の発想や手法を導入

する方策について検討していた「大東市行政経営推進委員会」から、本市を改

革するための１５の改革提案が行われたところです。 

本プランは、これらの経営的な発想にもとづいた報告書の趣旨や具体的な提

案を取り入れ、トップと現場が一体となって、今後の「大東市の経営」を推し

進めるための方策を示すものとします。 

①財政再建団体・・・地方財政再建促進特別措置法の規定を準用して、財政立て直しを目指す自治体。財政再建団体になった場合、 

国の指導・監督を受け、自治体として主体的な自治能力の発揮と責務を果たすことが困難になる。 
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Ⅱ これまでの取り組み 

１ 「3S２１プラン PART2」の検証と評価 

 

本市は Slim（スリム）、Service（サービス）、System（システム）の３Sを

キーワードとし、それぞれに共通して必要な Speed（スピード）の要素を加え、

平成１３年度～平成１５年度の３ヶ年で「3S２１プラン PART2」を推進して

きました。 

 この結果、公共工事コスト縮減額を除く、３ヶ年の行財政改革で得られた財

源創出効果は約７億４千万円に達し、これらの財源が新規施策の展開と既存施

策の充実として、市民サービスの向上に振り向けられました。 

しかし、景気の長期低迷から市税等の一般財源収入が減少し、「3S２１プラ

ン PART2」の推進だけでは、財源不足額を完全に補うことはできませんでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「3S２１プラン PART2」では、特に重点的に推進すべき項目として、次の

６つの項目を設定していました。 

これらの項目の目標および達成状況については、次のとおりです。 

○ 項目達成率 

実施または検討すべき項目 全９８項目  

実施済４１+進行中３７＝７８項目 ⇒ 達成率 約８０％ 

   未達成２０項目（中止４、検討中１６）  

○ 効果額 

   平成１３年度    １１５百万円 

   平成１４年度    ２６３百万円 

平成１５年度    ３６２百万円 

  計       ７４０百万円 

６つの重点項目の達成状況 

１ 「3S２１プラン PART2」の検証と評価 

 

②三位一体改革・・・地方財政の改革において「国庫補助負担金の削減・地方交付税の改革・国から地方への税源移譲」を同時に進める 

考え方。地方財政のスリム化と地方自治体の裁量権拡大を目指している。 
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（目標）    平成２０年度までに全１５校中１０校を民間委託 

（達成状況）  平成１５年度末で６校、平成１６年度当初で１０校を民間

委託 

 

 

 

（目標）    将来の民営化に向けた検討作業に入り、出来るだけ早い時

期に民営化に着手 

（達成状況）  平成１５年度に上三箇保育所を民営化 

 

 

 

（目標）    簡素で効率的な組織・機構に再編 

（達成状況）  ・平成１４年度に１部３課を削減する機構改革を実施 

同時に、５１係の廃止による組織の柔軟化、全主幹の上

席主査兼務による組織のフラット化、総括次長制度の導

入により部内および部間調整の円滑化を実施 

        ・平成１５年度に消防署の隊制を廃止し、運営が柔軟な課

制に変更 

 

 

 

（目標）    平成２５年当初の職員数を1,080人としている定員管理計

画を見直し、長期採用計画を策定 

（達成状況）  ・平成１４年度に、平成２５年度当初の職員数を８６９人

とする定員管理計画に変更し、毎年２０人の採用を基本

とする長期採用計画を策定 

・平成１６年度当初職員数は、計画数値1,124人に対し実

績1,077人と、計画を上回るスピードで減少 

１ 給食調理業務の民間委託の推進 

２ 保育所民営化の検討 

３ スピード行政に対応した組織・機構の再編 

４ 適正な定員管理の推進 

③ワンストップサービス・ノンストップサービス・・・各種の行政手続の案内、受付、交付などのサービスを身近な窓口やパソコンで、

市民をできるだけ移動させることなく１個所あるいは１回の手続きで行うこと 

ができるようにする考え方。 
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（目標）    ｢ワンストップ・ノンストップサービス③の促進｣｢市民との

情報の共有、市民参加、市民参画の促進｣｢行政内部の情報

の共有化による業務の効率化・スピード化の促進｣などの手

段として、ＩＴ化を積極的に推進 

（達成状況）  ・本庁・出先施設等を結ぶ地域イントラネット④の構築、全

庁的に３００台のパソコンを新規配置 

・新財務会計システム・人事出退勤システム等により個別

事務を効率化 

・庁内ネットワークを活用し、全庁的事務を効率化 

・市ホームページのリニューアル、市民との双方向のやり

取りが可能な各課へのメールアドレスの付与、選挙速

報・パブリックコメント⑤・各種申請書類のダウンロード

サービス化等、市民サービスを向上 

 

 

 

（目標）    行政評価システムの導入 

（達成状況）  事務事業評価を導入 

平成１５年度 試行 約 120事業 

平成１６年度 本格実施 約 550事業 

 

２ 緊急財政健全化対策の検証と評価 

 

 市税、交付税等の減少により、「3S２１プラン PART2」の推進だけでは、

施策の展開に必要な財源が確保できなくなり、平成１４年６月に「緊急財政健

全化対策」を策定し、実施しました。 

 緊急財政健全化対策では、議員、特別職の報酬カット、一般職員の定期昇給

の据え置き、投資的経費⑥の圧縮など、財源創出効果の大きな項目を中心に健全

化対策を実施しました。 

その結果、歳出の見直し項目で、ほぼ全項目を実施済とし、効果額について

は「3S２１プラン PART2」と重複する部分がありますが、単年度ベースで約

８億７千万円の財源を捻出しました。 

これにより、危惧された市民サービスの停滞を回避することができました。 

５ ＩＴの推進 

６ 新たな行政経営システムの導入 

２ 緊急財政健全化対策の検証と評価 

 

④イントラネット・・・インターネット標準技術に基づく庁内ネットワークのこと。情報伝達のスピード化や情報の共有が図られる。
 

⑤パブリックコメント・・・本市では平成15年10月から実施している。条例や計画などの一定の政策の策定に際し、市の原案 

を公表し、広く市民の意見を求め、それを考慮して最終決定をする制度。 
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Ⅲ 新たな改革の必要性 

１ 本市財政の現状と今後の見通し 

 

 今まで本市は、数次にわたる行財政改革を行ってきました。 

しかし、本市が常に市民サービスの停滞を危惧しなければならない、厳しい財

政状況から抜け出せないでいるのは、主に次の二点に原因があります。 

 

 

 

 

 

 

 

かつて長期に赤字財政から脱却できずにいた原因は、人口急増期に余儀なく

された短期集中的な施設建設と行政需要の増大による大量の職員採用でした。 

短期間に大量に採用した職員の人件費は、職員が退職に至るまで約40年間、 

長期にわたり財政負担となっています。 

 また、本市では職員の高齢化が進み、職員給与が年齢とともに上昇し、人件

費総額の高止まりが続いていることも特徴です。 

人件費総額の大きさが、財政構造硬直化の最も大きな要因になっています。 

 

「３S２１プラン PART２」による職員定数の削減は、計画以上に進んでい

ます。 

しかし、人件費総額が本格的に減少するのは、平成１８年度以降の大量退職

時期の経過を待たなければなりません。 

それまでの間は、職員の大量退職によって退職手当が増加し、むしろ人件費

負担は増加に転じるものと見込んでいます。 

 

 

 

 

本市の市税や地方交付税等の一般財源収入が、毎年減少を続けています。 

しかもその減少額は、最近では 10 億円以上と大きな額になっており、行政

改革を行っても、改革効果が１～２年で消える結果となっています。 

また、市税については、いまや単なる景気の循環的な動きだけで減少してい

（１）人口急増期に増大した行政需要への対応により、急激な施設建設と

ともに大量の職員採用を行いました。人件費がいまなお大きな財政

負担となっています。人件費総額は、職員の大量退職時期が終わら

なければ減少しません。 

（２）市税、交付税等の一般財源収入の減少が続いている。 

１ 本市財政の現状と今後の見通し 

 

⑥投資的経費・・・公共事業等により、道路や橋、学校など、財政支出の効果が市の財産として残っていくものを指す。 
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るのではなく、少子高齢化で生産年齢人口が減少し、納税義務者そのものが毎

年減少しているという社会全体の構造的な要因を認識しなければなりません。 

このため、今後、本格的に景気が回復しても、市税収入がかつてのように大

きな伸び率で増加することは期待できません。 

 さらに、国が現在進めている「三位一体改革」は、いわゆる財政の地方分権 

というべきものですが、地方交付税総額の削減は、必然的にその「財源保障機

能」を弱めるものであり、もはや市税の減少をこれまでのように地方交付税が

補完することは大きく期待できません。 

 

 以上のことから、本市では、今後とも大きな財源不足が続くものと見込まれ 

ています。 

 

 
２ 社会と時代の変化 

 

「３S２１プラン PART2」は、従来の行財政改革とは異なり、重点的項目を

中心に大きな成果がありました。 

しかしながら、社会情勢の変化、経済情勢の変化、市民の意識や行動の変化

など、本市を取り巻く環境は急速に変化しています。 

このため、新たな行財政改革プランによって、市民サービスの向上を目指す

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本経済全体の景気の回復が進まず、本市の市税収入は減少し続けています。 

また、少子高齢化の影響も顕著となり、本市の納税義務者数も減少傾向が続い

ています。さらに、国の三位一体改革の影響は、本市にとっては、交付税総額

の減少を補うほどの新たな税源移譲が行われるとは考えられない状況にありま

す。 

 現時点の本市の財政試算では、大量の職員が定年退職を迎え職員総数が減少

するまでは、毎年１０億円以上の財源不足額が生じる見込みです。この結果、

（１）本格的な景気回復の遅れによる市税収入の減少、国の三位一体改革

による影響から、財源不足額の拡大が必至。 

   財政再建団体への転落を避け、市民サービスの停滞を回避すること

が必要。 

２ 社会と時代の変化 
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新たな改革を行わなければ、本市の積立金をすべて取り崩しても、将来、財政

再建団体に陥る可能性が強くなっています。 

 

 

 

 

 

 

「３S２１プラン」の財源捻出額は、PART１、PART２ともに単年度約２億

５千万円でした。毎年１０億円以上にのぼる財源不足額を補填していくことは、

従来どおりの節約型の行財政改革手法では、困難な状況です。 

 この状況を克服するためには、市民、議会、市のトップと各組織が一体とな

って改革に取り組む必要があります。 

 また、各現場でも可能な限り現場発の改善を行い、小さなことでも市民満足

度を向上させることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

従来の右肩上がりの発想では、自立的な大東市を目指すことはできません。 

「自立」とは、第１に、自己決定―自己責任の立場にたつことであり、第２に、

自らの有限性を認めた上で、新たなスタートを切れることです。 

 人員、財源、物的施設など、本市の行政資源には限りがあり、有限です。 

このことは、日本経済の長期停滞や市税のさらなる減少によって、多くの市

民や行政に関わる者にも、理解することができるようになってきました。 

 行政運営にあっても、明確な目標設定を行い、成果の視点から結果を評価す

ることによって、限りある行政資源の最大最適化を目指す「経営」の考え方を、

さらに強化していく必要があります。 

 

 

 

 

 

（２）財源不足額の大きさから、これまでの節約型行財政改革では克服が

困難な状況。仕事のやり方を変えていく大胆な改革と現場発の改善

を強化することが必要。 

（３）本市の人員、財源、物的施設、情報などの行政資源は有限です。し

かし、経営的な視点から、有限な行政資源を最大最適に活用するこ

とによって、市民サービスは向上します。経営的な考え方を取り入

れた新たな改革が必要。 

（４）依然として、市民から見て市役所内に内部志向、効率性の欠如など、

市民意識と合致しない部分があり、市役所改革を強化していくこと

が必要。 
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仕事のやり方を大胆に変えるためには、それを行う市役所や職員の意識が大

きく変わっていくことが必要です。 

中堅・若手職員のプロジェクトチームから報告された「大東市役所を変える

５０の方法」は、市役所改革と職員の意識改革に真正面から取り組んだ貴重な

報告書でした。 

 報告書の趣旨を生かし、提案を具体的に実現していく改革が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

本市でも、NPO⑦が生まれ、育ってきています。  

企業も、指定管理者制度が創設されたことにより、以前にもまして公的サー

ビスを担おうとする意欲が高まってきています。 

公平性や正確性を重視する市役所が、従来のようにすべての公的サービスを

担うことは、サービスを供給する側の専門性や柔軟性の違いから、かえって市

民サービスを低下させる結果になりかねません。 

 それぞれが得意な分野を分かち合い、質の高い公的サービスを提供していく

ことによって、全体として市民サービスの向上が実現されていく時代に変わっ

てきています。 

 

 

３ 改革新時代の到来を迎えて 

 

 本市は、このように財源不足額が大きな厳しい時期を迎えますが、これを「改

革新時代の到来」と積極的に捉えます。 

 今後の財政状況を可能な限り客観的に把握し、改革を実現することによって、

財政再建団体への転落の危機と市民サービスの停滞を回避します。 

 これからの１０年間は、多くの職員が定年退職を迎え、職員数が減少する時

期です。 

この時期を見過ごしては、本市の仕事のやり方を大胆に変えることはできま

せん。この時期を改革の好機と捉え、積極的に改革を推し進めます。 

 

（５）市民や企業の意識や行動が、サービスの受け手としてだけではなく、

公的サービスの供給主体としての役割も担っていこうと変わってき

ています。市役所がすべての公的サービスを担う時代が終わりつつ

あります。 

３ 改革新時代の到来を迎えて 

⑦ＮＰＯ・・・Non-Profit Organizationの略で、ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指す。株式会社など

の営利企業とは異なり、経費は当然考慮されるものの利益追求を行わず、専門的能力を発揮したり、柔軟に動けることが特徴。
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Ⅳ 市政の目指すべき方向 

 

１ 基本的な考え方 

 

行政は最少の経費で最大の効果を挙げるような合理化を図った上で、真に

必要なところには積極的に投資する姿勢が求められています。まさに都市経

営をテーマとした第４次総合計画におけるまちづくりの進め方そのもので

す。「いきいき安心のまち・大東」は、都市の成熟に向かう本市が、分権時

代にふさわしい個性を作り出すことを目的としています。 

ここでは、「いきいき安心のまち・大東」に求められた行政の役割と努力

によって、行財政改革で生み出された財源等を基に、選択と集中による施策

の展開を行い、当面のまちづくり課題を解決するために必要な投資すべき内

容を明らかにします。 

 

２ 総合計画の８課題 

 

平成１３年度スタートの第４次総合計画では、１０ヵ年の優先課題として、 

『①成熟する都市にふさわしい生活基盤の整備、②人と環境にやさしいま

ちづくり、暮らしづくり、③すべての市民の心と身体の健康増進、④自立し

た先端産業都市の誕生、⑤市民が担う心豊かで発進力ある都市文化の創造、

⑥情報化への地域社会の適合力強化、⑦市民の自主活動と参画の展開、⑧分

権時代に期待される行政の刷新』の８項目を整理したところです。 

これまで（平成１３年度～１６年度）、この８項目を中心とした施策展開

を実施してきたところです。今後もこれらの課題を認識しつつ、平成２２年

度までの使命（総合計画の第一段階）として、「まちの見なおしと元気の道

筋づくり」を行っていく必要があります。 

 

３ 今後５ヶ年の重点施策 

  

総合計画の８課題は、市民サービスの優先順位の高いもの、緊急性の高い

ものを選択しています。それぞれの課題は、全てにおいて本市が着実に解決

していかなければならない内容です。 

こうした総合計画の施策を踏まえながら、行財政改革で生み出された財源

等を基に、次の３項目に重点的に投資します。 

 

１ 基本的な考え方 

３ 今後５ヶ年の重点施策 

 

２ 総合計画の８課題 
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（１） 市民協働の推進 

・ 先の国民生活白書では、新しい形の公共の創造を提唱しています。これ

は、市民の自発的で多様な活動を中心とした地域の様々な組織と対等の

立場で協働することで公共が創り出される、というものです。最近こう

した協働体制の構築の必要性が数多く問われるようになり、その事例も

様々な分野で見受けられるようになり活発です。行政は、地域住民のこ

うした動きを捉え、地域コミュニティの形成をさらに促し、市民とのパ

ートナーシップを進めるとともに、官製市場をできるだけ開放する必要

があります。 

・ こうした中、ＮＰＯ・ボランティアなどの多様な活動を応援し、事業委

託や共同事業の実施などにより様々な分野で協働を進めることが求めら

れています。市民の意見や活動を踏まえ、市民協働指針を策定し、市民

協働の方針と進め方を示し、具体的な協働を図ります。 

・ また、指定管理者制度の積極的な活用など、官の市場を民へ開放し、小

さな政府を目指すとともに、民業の拡大を進めます。 

 

（２） 子育て・子ども環境の充実 

・ わが国は合計特殊出生率が低下の一途をたどっています。このまま進む

と、社会保障制度が崩壊したり、日本経済が衰退するなどが危惧されま

す。国や都道府県においても、様々な対策を講じているところですが、

市においては地域連携を踏まえながら、子育てしやすい環境を整えるこ

とが喫緊の課題として挙げられます。 

・ こうした中、子育て環境を充実するために、次世代育成支援対策推進法

による行動計画（平成１６年度策定）を着実に実行することが必要です。

とりわけ、子育て支援拠点施設を整備するなど、子ども育成の支援体制

を強化します。 

・ また、学校教育においては、文部科学省の中央教育審議会の答申で学習

指導要領の見直しをはじめ柔軟な学校の運営が求められています。画一

的な教育から脱皮し、子ども一人ひとりに応じた教育や地域の積極的な

関わりが、新しい学校を創造し、次世代を担う子どもの成長を育むもの

と期待されています。学習指導要領に準拠しつつ、多様な地域主体が関

わりを持つなど柔軟な教育を実施します。 

 

（３） 安心・安全のまちづくり 

・ 市民への安心・安全に関する分野は、非常に多岐です。日常生活と隣り

合わせの防災や防犯への取り組みから、有事や環境への取り組みまで、
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広範囲にわたっています。これらについては、現在から将来への市民の

生活と安全を守るために、事業者を含めた市民と行政が一体となって、

さらなる対策を講じる必要があります。 

・ 危機管理対策については市民やボランティアなどの協力を得ながら地域

活動を推進しつつ、国民保護法に基づく計画の策定や、東南海・南海地

震をはじめとする必要な防災対策についても対応を図っていきます。 

・ また、安心・安全を形成するためのハード整備対策として、地方の特性

やアイデアを活かすことのできるまちづくり交付金（都市再生整備計画）

を最大限に活用し、バリアフリー⑧やユニバーサルデザイン⑨等に配慮し

たまちづくりを描きます。なお、これらの整備を実施する場合は、既存

ストックの活用やＰＦＩ⑩をはじめとする民間活力の導入について積極

的に検討を図ります。 

・ 環境分野については、地球温暖化防止をはじめ対策を講じなければなら

ない課題が増加しています。多様な主体が継続的に環境問題に取り組め

るよう、必要な条例や計画を策定し、温室効果ガス削減をはじめとする

各種事業を推進していきます。 

⑧バリアフリー・・・公共の建物や道路、個人の住宅等において、障害者や高齢者が安心して利用できるように配慮した生活空間のあ

り方のこと。また、物理的な障壁だけでなく、社会参加への障壁の排除等精神的な意味でも用いられる。 

⑨ユニバーサルデザイン・・・普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意

味し、年齢や障害の有無などに関わらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能となるよ

⑩ＰＦＩ・・・Private Finance Initiative の略。公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウ

を活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る手法。
 

うにデザインすること。
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Ⅴ 改革を実施するにあたって 

１ 改革の視点 

 

「新たな改革の必要性」と「市政の目指すべき方向」を踏まえ、次のとおり

改革の視点を設定します。 

 

 

 

 

 

平成２０年度までの５年間で、約１６億円の改革効果を新たに創出し、

財政再建団体への転落を回避します。 

 

 

 

 

 

   市民からより信頼される市役所に変わるため、次の５項目について、継

続的な体質改善を行います。 

 

 

 

市役所の中に、内部の事情や職員の都合を優先させる体質が残

っています。 

接遇や職員マナーなどの向上をはじめとした、市民を第一に考

える「市民志向の市役所」を強めます。 

 

 

 

       市役所の中に、活動重視の体質があります。計画を策定したり、

具体的な業務の執行を行う段階で、職員が全力で取り組むことは

評価されるべきことです。しかし、これだけでは市民の満足度は

向上しません。 

       市民の側にとって効果があったのか、明確な目標設定とこれに

基づく評価を行い、「成果を重視する市役所」を強めます。 

（１）財源創出効果のある改革により、財政再建団体転落の危機を克服し、

市民サービスの停滞・低下を回避します。 

（２）市民から信頼される市役所に変わるため、市役所の内部改革を行い

ます。 

①市民を志向する市役所 

②成果を重視する市役所 

１ 改革の視点 
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       社会全体がかつてのように豊かではなく、市民の家計も厳しい

状況が続いています。 

       従来から役所が重視している「公平性」や「正確性」は、市民

にとっては、当然のことであり、市民や企業が努力しているよう

に、市民は自らの税が効率的に使われることを望んでいます。 

       「コストを重視する市役所」を強めます。 

 

 

 

       市民から「お役所仕事」と揶揄されることの多くが、「仕事が遅

い」という批判です。 

       意思決定、執行におけるスピードを速めていきます。 

       「スピードを重視する市役所」を強めます。 

 

 

 

    今後、短期間に大量に退職する経験豊富な職員に代わり、中堅・

若手職員が急激なスピードで管理・監督職員としての役割を果た

していくことになります。 

       また、職員８６９人体制に移行していくため、少数精鋭での行

政運営を行うことになります。 

       制度やシステムを整備するだけでは十分でなく、実際に市役所

で働いている職員が、熱意、やる気、能力を備えていることが必

要です。 

       「人材育成を重視する市役所」を強めます。 

 

 

 

 

 

   厳しい財政状況の中で、市民サービスを一歩でも前進・向上させていく

ためには、市民の声に最も近い「現場発の改善」を強化していくことが重

要となります。 

   このため、現在、財源配分型予算編成方式への転換など、庁内分権を推

（３）現場発の改善を積極的に行い、厳しい財政状況にあっても、市民満

足度を向上させていきます。 

③コストを重視する市役所 

⑤人材育成を重視する市役所 

④スピードを重視する市役所 

や ゆ 



 

14 

進している途上にありますが、各現場の権限をさらに強化していきます。 

 

２ 計画期間 

 

「新行財政改革プラン」の計画期間は、改革の内容が中期にわたるため、平 

成１６年度から平成２０年度の５ケ年とします。 

 

 

３ 実施上の留意点 

 

 改革を実施するにあたっては、新たな時代の要請と市役所本来の使命を踏ま

え、次の２点に留意して進めるものとします。 

 

 

 

 

 

   市役所は、市域における最大のサービス企業であり、市役所サービスの

全てを担っているということができます。 

競争相手の存在しない企業が陥りがちな、顧客満足の軽視、非効率な経

営、サービス低下につながる前例踏襲主義のまん延などに対して、厳しい

姿勢でのぞみ、克服していかなければなりません。 

   顧客主義、効率性重視、成果重視など、民間企業の経営の考え方や方法

の良いところを積極的に導入し改革を進めます。 

 

 

 

 

 

社会的弱者に確実な援助を行うことが、市役所の原点です。 

社会情勢、経済情勢、市民意識が変化しても、自治体の本来的な使命と

して、社会的弱者に対する公的責任とセーフティーネットを堅持します。 

 

（１）改革の実施にあたっては、「民間経営」の発想や方法の良いところを

積極的に導入します。 

（２）改革の実施にあたっては、公的責任とセーフティーネット⑪を堅持し

ます。 

２ 計画期間 

３ 実施上の留意点 

 

⑪セーフティーネット・・・社会的弱者を援助している福祉制度のように、すべての人が安心・安全に生活できる網の目の

ようなきめ細かい生活支援の仕組み。
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Ⅵ 改革の具体的方策 

 

市民サービスの停滞を回避し、施策展開の財源を確保するため、次の改革を

実施します。 

 
１ 人件費総額の圧縮 

 

 

   財政構造の弾力性を回復し市民サービスを維持・向上するには、最大の

経常経費である人件費総額をさらに圧縮する必要があります。 

人件費総額は、職員数×単価であり、両面からの見直しが必要です。 

職員数については、これまで民間委託や民営化の推進により削減を進め

ていますが、市税、交付税等の一般財源の大幅な減少が続く状況にあり、

さらに定員管理計画による職員数の削減を前倒して進めていく必要があり

ます。給与、職員手当についても、同様に見直しを行います。 

 

 

 

 

現在の定員管理計画は、「３S21 プラン PART２」の重点項目

を受けて、平成１４年度に策定された「緊急財政健全化対策」で

具体化したものです。 

これは、当初計画策定時の平成１０年度当初の職員数1,200人

を、平成２５年度当初までに 869 人とするもので、実質 27.5%

の職員数を削減することを内容としています。 

現在、職員総数は、計画を３年程度上回るスピードで推移して

います。 

今回の行財政改革プランでは、人件費の圧縮効果を早期に施策

財源に結び付ける必要があることから、さらに削減計画を前倒し

て実施するものとします。 

 

今回の計画による職員総数削減の前倒し実施の予定は、次のグ

ラフのとおりです。 

１ 人件費総額の圧縮 

①職員８６９人体制の前倒し実施 
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職員数の削減計画

800

900

1,000

1,100

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

年度

職

員

数

3S21計画 現行のまま推移 前倒し削減計画

 

年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3S21計画 1,124 1,126 1,111 1,088 1,058 1,010 964 934 907 869 

現行のまま推移 1,077 1,093 1,084 1,062 1,036 990 946 919 894 858 

前倒し削減計画 1,077 1,076 1,051 1,015 988 942 899 874 849 816 

・水道局を含む全会計の職員数を表している。 

・職員数は、正職員及び再任用職員の合計数である。平成17年度以降の再任用職員数は、職員

アンケートを基礎として見込んだ人数である。 

・平成 16年度当初職員数1,077 人は、定数内職員数 1,071人（フルタイム再任用 1人含む）

および他団体等派遣職員6人を加えた人数である。 

《現行のまま推移内訳》 

年度 年度当初 退職者(定年) 採用 再任用 正職員 

16 1,077 21 20 1 1,076 

17 1,093 31 20 18 1,075 

18 1,084 49 20 20 1,064 

19 1,062 70 20 27 1,035 

20 1,036 80 20 51 985 

21 990 71 20 65 925 

22 946 71 20 72 874 

23 919 32 20 96 823 

24 894 45 20 83 811 

25 858 40 20 72 786 
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《前倒し削減計画内訳》 

      

年度 年度当初 退職者 うち定

年退職 

うち勧

奨退職 

うちそ

の他の

退職 

採用者 再任用 正職員 

16 1,077 38 21 15 2 20 1 1,076 

17 1,076 47 30 15 2 20 18 1,058 

18 1,051 63 46 15 2 20 20 1,031 

19 1,015 71 64 5 2 20 27 988 

20 988 80 73 5 2 20 51 937 

21 942 70 63 5 2 20 65 877 

22 899 69 63 4 2 20 72 827 

23 874 32 26    4 2 20 96 778 

24 849 42 37    3 2 20 83 766 

25 816 36 31    3 2 20 72 744 

 

・「その他の退職」は、定年退職、勧奨退職以外の退職である。毎年度数人が退職し誤差が生じ

るので、あらかじめ算入したもの。 

・平成 16年度当初と各年度当初の人数差については、効率化に向けた努力を行ってもなお不足

する場合、民間委託や多様な雇用形態により対応する。経費的には、人件費ではなく物件費対

応として推計している。 

 

 

 

 

  

  

 

 

対象年齢は各年度５０歳以上とし、退職手当の割増率は対象年

齢および退職年度に応じて、次の表のとおりとします。 

８６９人体制を前倒しして実現するため、平成１６年度から平

成１８年度までの３年間、「早期退職特例制度」を実施します。 

②早期退職特例制度の実施 
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平成１７年度から平成１９年度の３年間、全職員の給料を３％

カットします。 

 

   

 

現在、管理職手当の支給額は、平成１７年１０月まで部長級の

管理職手当については10%をカット、その他の役職の管理職手当

については 3%をカットしています。平成１７年１１月以降、部

長級の管理職手当については１０%をカット、次長～課長級につ

いては５％カット、その他の役職者の管理職手当については 3%

をカットして支給し、平成２０年１０月まで継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

特別昇給制度は、本来、顕著な業績・成果があった場合に行わ

れるべきものです。退職手当の算定にあたり「勤続年数 20 年以

上」の場合に一律的に特別昇給を行う現在の運用を見直します。 

 

区  分  １６年度 １７年度 １８年度 

従来制度分 年齢区分に応じ ２～２０％ ２～２０％ ２～２０％ 

５０～５４歳 ２５％ ２０％ １５％ 

５５～５６歳 ２０％ １５％ １０％ 

５７～５８歳 １５％ １０％  ５％ 

今回特例加算制度 

５９歳 １０％  ５％ ― 

⑤退職時の特別昇給の見直し 

③全職員給料３％カット 

④管理職手当のカット 

人件費総額を圧縮し施策展開の財源を創出するため、給料・職員手当につ

いて時限的なカットを行います。 

市民から見て、合理性のない職員手当の支給や運用を見直します。 
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現在の住居手当制度は、住居費の負担がほとんどない場合につい

ても、住居手当が支給される制度となっています。住居手当全体

について、段階的な見直しを行います。 

 

 

 

２ 小さな市役所への再編 

 

 職員８６９人体制への移行を速めていくため、少数精鋭の職員で市役所を運

営する体制整備を進めます。 

 また、市民志向・効率性志向・人材育成を強める取り組みを進め、組織体質

の改善を行います。 

 

（１）市民志向の市役所を強めるために 

 

 

 

   「大東市役所を変える５０の方法」が広められ、「電話での名乗

り」など、職員の接遇・マナーの向上が見られます。 

直接的な市民サービスを向上させるために、早期に効果の発現

が期待できる「全庁的な接遇・マナー向上運動」に取り組みます。 

標準的な接遇マニュアルを策定するとともに、各課業務の特殊

性を加味した各課の個別マニュアルを策定し、接遇・マナーの向

上を行います。 

 

 

 

市民からの意見や苦情は、行政運営や市民サービスを改善、向

上させていくための貴重な情報です。民間のマーケティング手法

を活用して、「市民ご意見箱の設置」や「苦情処理の全庁的共有」

を行い、市民からの意見や苦情を重視する取り組みを行います。 

 

 

⑥住居手当の見直し 

①全庁的な接遇・マナー向上運動の実施 

②市民からの苦情の重視 

２ 小さな市役所への再編 
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（２）効率的な市役所を強めるために 

 成果重視、コスト重視、スピード重視など、より効率性の高い市役所を

強めていく取り組みを行います。 

 

 

 

 

   職員８６９人体制の前倒し実施に伴い、効率的な運営が行える

組織・機構に見直します。職のあり方についても、職員減少によ

るポストレス解消時期の到来を見据えて、主査、主幹、次長職な

ど、スタッフ職の廃止に向けた準備を行います。 

 

 

 

 

   公の施設について、指定管理者制度⑫を積極的に導入し、現在の

公共的団体の他、新たに民間企業やNPOなどの民間の専門性を導

入します。これにより、施設の利用者サービスを向上させるとと

もに、職員８６９人体制をより確実なものにしていきます。 

 

 

 

 

   本庁の各課業務の再点検を行います。法令による規制と業務の

実態を検証し、正職員が行う必要のない定型的業務については、

業務の委託化、派遣職員の導入を行います。また、市民参加・市

民協働の観点から、市民パートナー⑬の導入を積極的に行います。 

 

 

 

国の公務員制度改革の動向を見極めながら、職員に対し目標管

理制度の導入を行います。これにより、目標の達成度合い等を総

合的に勘案し、対象職員の勤勉手当総額の範囲内で、個々の職員

の翌年度の勤勉手当を加減します。 

 

 

④目標管理制度の導入と成果の勤勉手当への反映 

①簡素で効率的な組織・機構への見直し 

②公の施設への指定管理者制度の積極的導入 

③本庁業務の委託化、派遣職員の導入 

⑫指定管理者制度・・・利用者サービスの向上と管理運営の効率化を目的として、公の施設の管理運営について、従来の公

共的団体のほか、民間企業やＮＰＯ等の参入を可能とした制度。
 

⑬市民パートナー・・・市の職員とともに市役所業務に携わる、市民による有償ボランティア。 
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新たに財源を必要とする市民サービスの拡大に迅速に対応する

ためには、財政健全化を進め、弾力性の財政構造を回復すること

が不可欠ですが、既存の業務やサービスを速めていくことは可能

です。 

既存業務やサービスのスピードを速めるために、事務決裁権限

の下位委譲を進めます。また、所管部へ財政権、人事権の一部を

付与するなど庁内分権の推進を検討します。 

機構改革にあたっては、可能な限り隣接するサービスを同一組

織に集中できるよう組織を大くくり化し、縦割りを防止します。 

 

 

 

 

学校、市出先公共施設、本庁、教育委員会を結ぶ情報インフラ⑭

を高度に活用し、教育、行政、福祉、医療、防災等、「大東市情報

化推進計画」によりＩＴ施策の充実を図ります。 

市民サービスにおいても、市ホームページの充実や携帯端末を

視野に入れたきめ細かな情報提供サービスを進めていきます。 

行政内部においては、情報共有化の推進や旧システムから新シ

ステムへの切り替え、個別業務のＩＴ化など、ＩＴ技術を活用し

事務事業のさらなる効率化を進め、電子自治体の構築に努めます。 

 

 

 

 

平成１５年度に事務事業評価を実施し、平成１６年度から全事

務事業の評価を開始しました。評価精度の向上を目指し、継続的

に制度の改善を行います。また、事務事業評価の精度向上を図り

ながら、上位に位置する施策評価を導入していきます。 

 

⑦行政評価制度の充実 

⑤スピードを速める取り組み 
 

⑥情報化推進による行政の効率化 
 

⑭情報インフラ・・・コンピュータネットワーク等のハードウェア基盤のこと。 
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（３）人材の育成を強化するために 
 

 

 

  職員と市長が順次懇談を行います。トップの考え方に職員が直

接触れ、市役所組織の一体感を強めます。 

 

 

 

 組織の意思決定を速くするためには、新たな業務や社会の動き

について、日頃から職員が勉強していることが大切です。既存の

業務を遂行する能力に加え、新たな市民要望や課題に即応できる

能力を高めるため、研究グループの育成などにより勉強する職員

体質を作ります。 

 

 

３ 既存事務事業の見直し 

 

 成果の視点から既存の事務事業を見直し、限られた財源の中で事務事業の成

果を高めます。 

 

 

（１）成果視点からの事務事業の見直し 
現在行われている事務事業の多くは、右肩上がりでの経済状況の中で生

まれてきたものです。事業の「実施」そのものが自己目的化していたり、

活動重視の事務事業が行われていたりする場合があります。もう一歩、市

民の側に近づき、成果の視点から事務事業の見直しを行うものとします。 

事業の目的を今一度明確にし、成果をあげているかどうか、社会経済状

況の変化から制度疲労を起こしていないか、などについて評価を行い、事

務事業の廃止・見直し・改善を行います。 

この見直しにより、今後４年間で、事務事業費全体で約２０%の一般財

源を圧縮する一方、トータル１０％程度の一般財源を新規事業・充実事業

に振り向けます。 

また、投資的経費については、投資的経費比率(投資的経費/歳出総額)を

１０％に設定し、各年度の投資的経費を４０億円程度に圧縮します。 

 

①職員と市長の定期的懇談の実施 

②勉強する市役所への取り組み 

３ 既存事務事業の見直し 
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    ○事業補助金の見直し 

     ・市単独の事業費補助金(補助金的な委託料も含む)について、事業

の必要性、効果、コスト等の観点から見直します。 

 

    ○団体補助金の見直し 

     ・団体に対する補助金は、毎年度定額で交付されており、補助対

象事業に対する評価も十分に行われていない状況にあります。団

体補助金であっても、「団体」そのものに対する補助ではなく、団

体が行う公益性のある「事業」に対する補助でなくてはなりませ

ん。団体の行う補助事業を明確にし、当該補助金によって公益性

のある事業が促進されるよう図ります。 

     ・団体補助金の見直しについては、「補助金交付の基本的な考え方」

を作成の上、検討を進めます。 

 

    ○奨励補助金の見直し 

     ・奨励すべき事業の必要性、効果、コスト等ゼロベースで見直し

ます。 

 

    ○外郭団体に対する補助金の見直し 

     ・外郭団体の補助金について、自立支援の観点から見直します。 

 

    ○個人補助金の見直し 

     ・給付金的要素の強いものについて、自立支援に向けた考え方の

もとに見直します。 

 

 

 

    

    ○市単独給付金、扶助費等の見直し 

     ・前納報奨金、心身障害者福祉金など事業効果、自立支援の観点

から見直します。 

 

 

 

①補助金の見直し 

②扶助費・給付金等の見直し 
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    ○国庫補助を受けて行う扶助費の適正な執行 

     ・義務的経費であっても当然の支出と認識せず、調査等を十分に

行い適正な執行に努めていきます。 

 

 

    

    ○国庫補助負担金が一般財源化された事業については、これまでの国

基準の事業内容、単価、数量、対象についてそのまま継続せず、地

域特性に応じた事業のあり方を再検討します。 

 

 

     

○公共事業の見直し 

     ・国の三位一体改革により、公共事業に対する補助金が平成１７

年度、平成１８年度に大きく見直されます。補助事業として現在

進めている建設事業についても、一般財源化される可能性が出て

くるため、事業の継続の可否、事業内容、事業効果、建設コスト

等の面から再検討を行います。 

     ・新規の公共事業については、真に必要な事業に限定します。財

政計画と総合計画・実施計画の調整を行い実施します。 

 

    ○市単独建設事業の重点化 

     ・人口急増期に建設した施設の老朽化が進んでいます。施設の適

正配置・機能の見直しなどの後、老朽化施設の改修計画を策定し、

耐震工事、施設改修を重点的に進めます。新規事業は抑制します。 

 

 

   

 

    ○義務教育施設の統廃合を検討 

     ・児童数、学級数において過小規模と考えられる学校については、

将来見込み、立地条件等を勘案しつつ統廃合を検討します。 

 

    ○公立保育所の民営化の推進 

     ・民営化の推進に向け公立・法人立保育業務の調整を行うと共に、

できるだけ早期に民営化計画の策定を行います。 

④普通建設事業の見直し 

③国庫補助負担金一般財源化対象事業の見直し 

⑤施設および施設運営の見直し 
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    ○学校給食調理業務の民間委託を全校実施 

     ・職員の退職状況をみながら、残り５校について平成２１年度ま

でに実施します。 

 

    ○公共施設の運営方法のあり方検討 

     ・指定管理者制度の導入などにより民間委託すべき施設か、再任

用職員等により直営すべき施設かを整理し、サービスの向上、運

営コストの引き下げを進めます。 

 

    ○施設管理経費の節減 

     ・施設管理の仕様書の見直し、総合管理契約の検討、電力自由化

にともなう電気料金の入札の検討、IＰ電話⑮の導入検討など施設管

理コストの節減を図ります。 

 

    ○市民協働の推進 

      ・地域に愛されるきれいな道路、公園や水路等の管理を進める取

り組みとして、市民協働の視点にたったアドプト制度⑯を活用し、

地元自治会や企業等が行う清掃や緑化等のボランティア活動を推

進します。 

 

    

 

    ○事務業務委託の見直し 

     ・長期にわたる同一業者への業務委託が多いことから、原則とし

て全ての業務委託に競争性を導入し経費の削減を図ります。 

     ・専門性の高い業務について業務委託していますが、真に委託の

必要性があるか、委託内容、範囲について再検討します。 

     ・人件費を抑制する目的で委託化をしている業務があります。す

でに委託している業務であっても、現在の職員配置の中でできな

いか改めて再確認し、直営が可能なものは逆に委託を廃止します。 

 

 

 

 

 

⑥委託事業の見直し 

⑮ＩＰ電話・・・ＩＰとは、Internet Protocol の略で、ＩＰ電話とは「インターネット回線を使った電話」のこと。一般

加入電話網を経由せず、インターネット（ＩＰ網）を経由して音声通話を行うサービスであり、通話料金

⑯アドプト制度・・・住民が、地元の公共物を自分たちの養子のようにみなし、清掃等の定期的な維持管理活動を行う、ア

メリカ生まれのボランティア制度。 

がかからないため、一般加入電話網を使う電話に比べて安く利用できる仕組みになっている。 
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  ○類似事業の整理・見直し 

     ・同一分野の類似事業について、事業効果、費用対効果等の面か

ら整理・見直しを行います。 

 

    ○類似施設の見直し 

     ・放課後児童健全育成施設、青少年教育センター及び分館の施設

機能や配置の見直しを進めます。 

     ・文化情報センター、総合文化センター、生涯学習センター、青

少年婦人センターが狭いエリアに集中しています。施設機能の整

理・配置の見直しを行います。 

 

    ○イベントの整理・見直し 

     ・類似イベントの整理・見直しを行います。 

     ・イベントの事業効果、費用対効果の面から整理・見直しを行い

ます。 

 

    ○民間との競合などによる施設の見直し 

     ・民間病院の進出により、公立診療所の役割を再検討すべき時期

にきています。具体的には、内科を廃止し、小児科だけの診療所

にします。小児科については、次世代育成支援行動計画の趣旨に

基づき、地域で安心して診療が受けられる小児科のあり方につい

て検討を行います。 

     ・老人デイサービスセンターの民間施設が増加しています。公立

施設の必要性の見直しを行います。 

 

    ○その他経費・事業費の必要性、費用対効果等による見直し 

     ・事務事業の見直しで、10%削減を目標としています。全ての経

費・事業費について、その必要性、費用対効果等の観点から見直

します。 

 

 

（２）現場発の改善・改革の展開 

各部各課で非効率や無駄をなくす継続的な取り組みを行い、事務改善、

改革を進めます。 

⑦類似事業等の見直し 
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これらの項目については細部にわたるため、各年度において別途アクシ

ョンプランを整理し、実施していくものとします。 

 

 

  

 

  全庁的な業務改善運動を行い、各課、各施設が「市民サービス

の向上」「効率性の向上」に向けた取り組みとその効果について、

発表を行います。市民とトップ以下幹部職員が審査を行い、優れ

た取り組みについて表彰を行います。 

 

 

 

（３）特別会計の財政健全化 
 

 

 

新たに「国民健康保険特別会計財政健全化計画」を策定し、健

全化を進めます。特別会計の健全化努力と、市民の理解が得られ

る範囲において一般会計の負担を継続します。一般会計の負担が、

真に特別会計の健全化につながるよう、負担のあり方について検

討します。 

 

 

 

 

公共下水道特別会計への繰出金については、既に整備を終えた

下水道施設の元利償還金に対する繰出しが大部分を占めるため、

短期間での低減を行うことは困難です。 

平成１８年度までに人口普及率が90％を超えることから、１９

年度以降、整備費を低下させ、繰出金を中長期的に抑制していき

ます。 

また、公共下水道に対する市債の償還年数が、管渠の減価償却耐

用年数よりも短いことから、これを平準化する市債「資本費平準

化債⑱」の発行が可能であり、市の財政状況を勘案しながら、発行

を検討していきます。 

①ベストプラクティス⑰大会（業務改善報告大会）の開催 

①国民健康保険特別会計の財政健全化 

②公共下水道特別会計への繰出金の抑制 

⑰ベストプラクティス・・・特定の部課での優れた業務のやり方、成功事例を発表し合い、全庁に広めていくという品質改

善・業務改革の手法のこと。
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（４）一部事務組合事業の見直し 
 

 

 

公共下水道事業の人口普及率が90%超えるのにともない、現在

のし尿処理から公共下水道に直接し尿を投入することが可能とな

ります。これにより、現在のし尿処理業務が大幅に減少するため、

関係市と協議しながら一部事務組合業務の見直しを行うとともに、

し尿の公共下水道への投入施設の効率的な運営方法について検討

します。 

 

 

 

減少傾向にある入所者の状況と施設の老朽化の現状から、河北

養護老人ホームを措置移管する方向で検討します。 

 

４ 最大限の収入の確保 

 

 市税等一般財源の確保に最大限努力するとともに、特定の市民に受益がある

ものについては、適正な受益者負担を求めていくものとします。 

 

 

（１）市税等の徴収率の向上 
 税負担の公平性の確保と、市税の徴収率向上のため必要な対策を強化し

ます。 

 

 

 

市税の徴収率向上のため、税徴収担当職員の研修の強化、徴収

業務の専門的知識と経験を有する専門徴収員の受け入れ、差し押

さえ等滞納処分をより一層強めます。 

また、滞納処理システムの活用により内部事務を効率化させ、

徴税業務に充てられる時間の拡大を行います。 

さらに、納税意識の向上のための啓発活動や広報活動を強化し

ます。   

 

①東大阪市・大東市清掃センター事業の見直し 

②河北養護老人ホームの見直し 

①市税徴収体制の強化 

４ 最大限の収入の確保 

 

⑱資本費平準化債・・・当初起債を発行した管渠等の起債償還期間が、施設耐用年数よりも短いため、新たに資本費平準化

債を発行することにより、償還期間を事実上、再延長することができる起債制度。
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  市税の口座振替を推進するとともに、コンビニでの納税を可能

とし、納税の利便性を向上させます。 

 

 

（２）適正課税の推進 
 

 

航空写真、家屋相違図の活用による固定資産税の家屋調査の実

施、国税資料による償却資産の課税客体の適確な把握に努めます。 

 

 

（３）政策税制の実施 
 

 

起業後数年間の法人税割税率の引き下げ、固定資産税の減免な

ど起業者支援税制を検討します。 

 

 

（４）産業・商業振興による税収確保 
 

 

 

産業振興のための 10 の施策の推進以外にさらに新しい施策の

積極展開を図ります。 

具体的には、まちのにぎわい、活性化を促すための商店街の活

性化策の推進を行います。 

また、工場用地が住宅やマンションに転換され税収基盤が弱く

なりつつあることから、企業誘致のための補助金制度の創設を検

討します。 

その他、地域通貨を活用した商業振興策など、新たなソフト施

策の展開も検討します。 

 

 

 

②納税の利便性向上 

①課税客体の把握・調査の強化 

①税源涵養のための税制検討 

①産業・商業振興策の強化 

かんよう 
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（５）受益者負担金の適正化 
 

 

使用料・手数料については、積算の基礎である人件費、物件費

等のコスト計算を行うとともに、受益者の負担割合を基準化する

ものとします。毎年度、基準化されたルールに基づき、コストと

受益者負担のバランスをチェックするものとします。 

 

 

 

講座・講習会等の受益者負担について、見直しを行います。 

額については、使用料・手数料と同様、人件費、物件費等のコ

スト計算を行うとともに、受益者の負担割合をできるだけ基準化

します。毎年度、基準化されたルールに基づき、コストと受益者

負担のバランスをチェックするものとします。 

 

 

 

使用料、手数料の滞納額の解消については、一定の改善が図ら

れる途上にありますが、なお一部の受益者負担については、滞納

額が減少していません。受益者負担は、特定の市民がサービスを

受ける場合に、その一部について負担を求めているものであり、

公平性を確保する視点からも、滞納は早期に解消される必要があ

ります。 

収納の適正化と滞納対策を強化していきます。 

 

 

（６）行政目的の予定されていない市有地の処分等 
 

 

利用目的のない、あるいは利用度の低い土地について、売却等

の処分を進めます。 

 

 

市有地の貸付料について点検を行い、適正化が必要なものにつ

いて見直しを行います。 

①使用料・手数料見直しのルール化 

②講座・講習会等の受益者負担の適正化 

③受益者負担金の収納率の向上 

①遊休地等の売却 

②市有地貸付料の適正化 
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Ⅶ 収支見通しと財政計画の基本方向 

１ 財政収支見通し 

 
 (1) 収支見通しの期間 

    財政計画は平成２０年度までの５年間ですが、計画策定の前提となる

財政収支見通しは、職員退職手当の急増期を含めた平成２５年度までの

10年間としています。 

 

 (2) 収支見通しの考え方 

  ・ 収支見通しは、普通会計で行います。 

  ・ 市税等の収入は、経済の回復傾向の強まりを受け、平成１８年度以降

横ばいないしは緩やかに回復するとしました。 

回復の時期を平成１８年度としたのは、国の経済財政諮問会議に提出

された内閣府作成の経済指標等の試算(下表)を参考にしたものです。 

実質成長率は２％程度で推移し、名目成長率は平成１６年度の０．５％

から平成２０年度には２．９％にまで上昇するとしています。デフレ

経済が解消され経済が本来の姿に戻る年度、すなわち実質成長率を名

目成長率が上回るのは平成１８年度としています。 

年 度 16 17 18 19 20 

実質成長率 (%) 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1 

名目成長率 (%) 0.5 1.4 2.1 2.5 2.9 

国税収入 (兆円) 41.7 43.5 46.4 48.4 50.7 

 

  ・ 国の三位一体改革については、国庫補助負担金の見直しと税源移譲に

ついては、個々の事業を実施するか否かでも影響額が変わってきます

ので、現段階では試算せず現行どおりとしました。地方交付税の見直

しについては、影響額が大きいので、仮置きの額ですが改革の第２期(平

成１９～２１年度)を含めた期間に、現在の臨時財政対策債⑲発行資格

額相当額が減少すると試算しました。 

   

  ・ 一般財源の合計額は、平成１６～１７年度に法人市民税及び地方交付

税により大きく増減します。市税の伸びは緩やかで、地方交付税及び

臨時財政対策債の合計額も、三位一体改革により平成２１年度に半減

(平成１５年度比)、平成２５年度には 1/3 以下の額にまで減少すると

しました。 

１ 財政収支見通し 

 

⑲臨時財政対策債・・・国税収入の減少に伴い、地方交付税を配分するための財源が不足しているため、その不足額の半分

を国が借入金で負担し、残りの半分を地方が臨時財政対策債として地方債を発行することにより、
 

地方交付税の不足を補っているもの。 
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  歳入 

  ① 市税 

    現行税制が続く前提で試算しています。市税回復のタイミングについ    

ては、政府の考え方を踏襲し、平成１９年度以降緩やかに回復(平均１．

５％程度の伸び)するとしました。平成１６年度は平成元年度の決算額と

ほぼ同額となり、５年後の平成２０年度でも平成１５年度の決算額に回

復しないとしました。 

 

・ 個人所得割  

平成１７年度は従前どおり減少したうえ配偶者特別控除の見直し分

が増加するとします。平成１８年度も横ばいの状況で税制改正分を

加算しました。平成１９年度、平成２０年度は１％増加、平成２１

年度以降１．５％増加としました。 

・法人税割    

平成１６年度は主要法人の大幅減により１０億円程度の減少、平成

１７年度以降は主要法人の順調な回復を見込みました。 

   ・固定資産税及び都市計画税の土地にかかる税 

     平成１８年度で地価は下げ止まるとし、平成２１年度の評価替で

２％、平成２４年度の評価替で４％の伸びを見込みました。 

   ・固定資産税及び都市計画税の家屋にかかる税 

      評価替が３年毎に行われます。平成１８年度の評価替では、減価を

考慮し△４％としました。評価替後の第２、第３の年度については、

新増築分でそれぞれ５％の伸びを見込みました。 

 

  ② 譲与税・交付金 

    過去の伸び率を参考に見込みました。地方消費税交付金は、平成１６

年度は普通交付税に算入された額を、平成１７年度以降は３％伸びとし

ました。平成１６年度に創設された所得譲与税は、本格的な税源移譲ま

での暫定措置ですが、税源移譲の内容が不明なので現行どおりとしてい

ます。 

 

  ③ 地方交付税 

    普通交付税については、三位一体改革を前提に見込みました。 

臨時財政対策債は、改革の第２期の平成２１年度まで延長され、段階

的に削減されるとしました。 

普通交付税は、臨時財政対策債が減少すれば増加することになります
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が、国の地方交付税の原資が足りない状況からすれば、基準財政需要額

も同額が削減されるとしました。 

  ④ 市債 

    過去の建設事業費の実績から、標準的な市債の割合を算出した投資的

経費にかかる市債と減税補てん債⑳及び臨時財政対策債の合計額として

います。臨時財政対策債は、平成２１年度まで再延長され段階的に削減

されるとしています。 

 

 

  歳出 

  ① 人件費 

    平成１６年４月１日現在の職員数から、３Ｓ２１計画の毎年度２０人

採用で推移させています。給与改定率０％、期末勤勉手当年４．４カ月、

退職手当は定年退職のみで試算しています。 

 

  ② 扶助費 

    過去の実績をもとに推移させています。保育所措置費については、保

育士の退職数に合わせ公立保育所を民営化していく現計画に沿い増加す

ると見込んでいます。 

 

  ③ 公債費 

    過去に発行した市債の償還費に、各年度にかかる投資的経費に充当す

る市債、減税補てん債、臨時財政対策債の発行にかかる償還額を合計し

ています。発行する際の利率は、２％から４％へと徐々に上昇するとし

ています。 

 

  ④ 投資的経費 

    平成１７年度は市制施行５０周年記念事業などで４８億円としていま

す。平成１８年度以降は、投資的経費比率がおおむね１１％程度の４３

億円で推移するとしました。 

 

⑳減税補てん債・・・国の税制改正による市税の減少額を市が減税補てん債という起債を発行し、国の制度変更による市税

の減収を補っている。
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２ 財政計画の目標 

 

行財政改革プランを実施することにより、財政再建団体への転落の危機を克

服し、市民満足度を向上させていくために、次のような財政計画の基本方向を

定めました。 

 

 

 ・ 財政の長期安定を図るため計画期間を通じ、実質収支の黒字を堅持しま

す。 

 ・ 財政構造の弾力性を高める基礎をつくります。 

 

       

(1) 財政の長期安定 

    市民サービスを維持・向上、まちづくりを継続していくには、財政が

長期的に安定していることが重要です。財政が安定していなければサー

ビスは継続できず、まちづくりも停滞してしまいます。継続的安定的に

まちづくりを支えることができるよう財政運営を進めます。 

 

    具体的には、この財政計画により５年間で１６億円の効果額を生み出

すことを目標とします。このため、次のことに留意します。 

①財源配分方式の予算編成を通じ、当該年度で確保できる一般財源総額

の枠内で財政運営を行います。 

②後年度の財政運営に過大な負担を与えるような支出は行いません。こ

のため当面、投資的経費比率を10%程度に抑制します。 

③建設事業に充当する地方債の発行は、元金償還額以下とします。 

 

 (2) 実質収支黒字の堅持 

   赤字決算が続けば、やがて一定以上の行政水準が保持できなくなるた

め、計画期間を通じ実質収支の黒字を堅持します。 

     

 (3) 財政構造の弾力性の確保 

    経常収支比率が100%を超える年度が続く中で事業を推進すれば、や

がては赤字に転落します。赤字が継続すれば財政再建団体に陥ります。

逆に、経常収支比率が高い中で赤字を出さないよう財政運営を行うと、

事業の推進ができなくなります。安定した事業推進が行えるよう、経常

収支比率を下げて財政構造の弾力性を回復していきます。 

２ 財政計画の目標 
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３ 健全化実施後の財政計画 

 

 平成１６年度から平成２０年度までの５年間で 16 億円の行財政改革効果を

生み出します。その結果、次の表のように、５年の計画期間を通して、財政調

整基金等を取り崩しながら収支を均衡させるものとします。 

 なお、本プランについては、三位一体改革の影響や市税の動向によっては、

柔軟な見直しと修正を行うものとします。 

３ 健全化実施後の財政計画 
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,7
7
0

5
,9
1
7

6
,0
4
4

投
資
的
経
費

3
,8
4
8

3
,3
4
9

4
,8
0
4

4
,3
0
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

4
,3
0
0

そ
の
他

4
,1
2
5

3
,5
0
1

3
,2
8
9

3
,3
0
5

3
,2
9
5

3
,2
8
4

3
,2
9
5

3
,2
9
4

3
,2
6
3

3
,2
6
1

3
,2
7
7

３
．
歳
入
歳
出
差
引

3
6
5
△
 1
,0
6
4
△
 1
,0
4
3
△
 1
,5
6
6
△
 1
,7
4
7
△
 2
,5
3
6
△
 2
,2
6
3
△
 1
,8
1
0

△
 5
0
0

△
 4
6
9

△
 5
0
5

４
．
翌
年
度
繰
越
財
源

8
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．
財
源
補
填
前
実
質
収
支

2
7
8
△
 1
,0
6
4
△
 2
,1
0
7
△
 3
,6
7
3
△
 5
,4
2
0
△
 7
,9
5
6
△
 1
0
,2
1
9
△
 1
2
,0
2
9
△
 1
2
,5
2
9
△
 1
2
,9
9
8
△
 1
3
,5
0
3

６
．
財
源
補
填

0
1
,0
6
4

1
,0
4
3

1
,5
6
6

1
,7
4
7

2
,1
6
0

0
0

0
0

0

財
政
調
整
基
金

0
1
,0
6
4

8
4
3

5
5
0

7
3
1

1
,2
8
8

0
0

0
0

0

減
債
基
金

0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

4
6

0
0

0
0

0

退
職
手
当
基
金

0
0

0
8
1
6

8
1
6

8
2
6

0
0

0
0

0

７
．
財
源
補
填
後
実
質
収
支

2
7
8

0
0

0
0

△
 3
7
6
△
 2
,6
3
9
△
 4
,4
4
9
△
 4
,9
4
9
△
 5
,4
1
8
△
 5
,9
2
3

８
．
基
金
積
立

8
1
0

1
5
2

1
1

1
9

1
0

0
0

0
0

0
0

財
政
調
整
基
金

5
4
7

1
4
6

5
1
0

6
0

0
0

0
0

0

減
債
基
金

5
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0

退
職
手
当
基
金

2
5
8

5
5

8
4

0
0

0
0

0
0

財
政
調
整
基
金

4
,3
0
9

3
,3
9
1

2
,5
5
3

2
,0
1
3

1
,2
8
8

0
0

0
0

0
0

減
債
基
金

6
4
3

6
4
4

4
4
5

2
4
6

4
6

0
0

0
0

0
0

退
職
手
当
基
金

2
,4
3
7

2
,4
4
2

2
,4
4
7

1
,6
3
9

8
2
7

1
1

1
1

1
1

９
．
基
金
残
高
合
計

7
,3
8
9

6
,4
7
7

5
,4
4
5

3
,8
9
8

2
,1
6
1

1
1

1
1

1
1
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財
政
計
画
(健
全
化
実
施
後
)

【
単
位
:百
万
円
】

平
成
1
5
年
度
平
成
1
6
年
度
平
成
1
7
年
度
平
成
1
8
年
度
平
成
1
9
年
度
平
成
2
0
年
度
1
6
～
2
0
年
度
計
平
成
2
1
年
度
平
成
2
2
年
度
平
成
2
3
年
度
平
成
2
4
年
度
平
成
2
5
年
度

1
歳
入
総
額

3
9
,4
7
2

3
7
,2
2
5

3
8
,9
6
8

3
8
,3
0
8

3
8
,5
3
5

3
7
,8
2
6

3
8
,1
0
5

3
8
,3
7
3

3
8
,5
6
3

3
9
,0
9
2

3
9
,1
2
8

2
歳
出
総
額

3
9
,1
0
7

3
8
,2
8
9

4
0
,0
1
1

3
9
,8
7
4

4
0
,2
8
2

4
0
,3
6
2

4
0
,3
6
8

4
0
,1
8
3

3
9
,0
6
3

3
9
,5
6
1

3
9
,6
3
3

3
歳
入
歳
出
差
引

3
6
5

-
1
,0
6
4

-
1
,0
4
3

-
1
,5
6
6

-
1
,7
4
7

-
2
,5
3
6

-
2
,2
6
3

-
1
,8
1
0

-
5
0
0

-
4
6
9

-
5
0
5

4
翌
年
度
繰
越
財
源

8
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
財
源
補
填
前
実
質
収
支

2
7
8

-
1
,0
6
4

-
2
,1
0
7

-
3
,6
7
3

-
5
,4
2
0

-
7
,9
5
6

-
1
0
,2
1
9
-
1
2
,0
2
9
-
1
2
,5
2
9
-
1
2
,9
9
8
-
1
3
,5
0
3

6
健
全
化
対
策
効
果
額

-
5
1
6

-
1
1
6

3
2
9

9
3
2

9
6
1

1
,5
9
0

1
,0
5
7

1
,1
0
8

1
,0
5
6

1
,1
5
5

1
,1
6
6

7
歳
出
削
減

5
1
6

1
2
7

-
2
4
2

-
7
9
4

-
7
7
2

-
1
,1
6
5

-
8
1
6

-
8
5
9

-
8
0
4

-
9
0
2

-
9
0
9

8
職
員
数
の
削
減

5
3
1

4
3
9

2
5
4

-
1
6
7

-
2
1
2

8
4
5

-
2
6
9

-
3
1
8

-
2
8
2

-
3
7
7

-
3
8
8

9
給
与
の
見
直
し

-
1
5

-
2
1
5

-
2
4
3

-
2
8
2

-
1
2
5

-
8
8
0

-
1
1
2

-
1
0
6

-
8
7

-
9
0

-
8
6

10
事
務
事
業
の
見
直
し

-
9
7

-
1
9
1

-
2
8
3

-
3
7
3

-
9
4
4

-
3
7
3

-
3
7
3

-
3
7
3

-
3
7
3

-
3
7
3

11
投
資
的
経
費
の
抑
制

-
6
2

-
6
2

-
6
2

-
1
8
6

-
6
2

-
6
2

-
6
2

-
6
2

-
6
2

12
歳
入
確
保

1
1

8
7

1
3
8

1
8
9

4
2
5

2
4
1

2
4
9

2
5
2

2
5
3

2
5
7

13
健
全
化
後
単
年
度
収
支

2
7
8

-
1
,5
8
0

-
1
,1
5
9

-
1
,2
3
7

-
8
1
5

-
1
,5
7
5

-
6
,3
6
6

-
1
,2
0
6

-
7
0
2

5
5
6

6
8
6

6
6
1

14
健
全
化
後
実
質
収
支

-
1
,5
8
0

-
2
,7
3
9

-
3
,9
7
6

-
4
,7
9
1

-
6
,3
6
6

-
7
,5
7
2

-
8
,2
7
4

-
7
,7
1
8

-
7
,0
3
2

-
6
,3
7
1

15
財
源
補
填

0
1
,5
8
0

1
,1
5
9

1
,2
3
7

8
1
5

1
,5
7
5

1
,2
0
6

6
9

0
0

0

16
財
政
調
整
基
金

0
1
,0
8
0

4
5
9

5
3
7

1
1
5

1
,0
5
0

1
,2
0
6

6
9

0
0

0

17
減
債
基
金

0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

5
2

0
0

0
0

0

18
退
職
手
当
基
金

0
5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

4
7
3

0
0

0
0

0

19
財
源
補
填
後
実
質
収
支

2
7
8

0
0

0
0

0
0

-
6
3
3

-
7
1
0

-
2
4

6
3
7

20
基
金
積
立

8
1
0

1
5
2

3
0

2
4

1
8

1
3

6
0

0
0

0

21
財
政
調
整
基
金

5
4
7

1
4
6

1
7

1
5

1
2

1
1

6
0

0
0

0

22
減
債
基
金

5
3

3
2

1
0

0
0

0
0

0

23
退
職
手
当
基
金

2
5
8

1
2

1
0

7
5

2
0

0
0

0
0

24
財
政
調
整
基
金

4
,3
0
9

3
,3
7
5

2
,9
3
3

2
,4
1
1

2
,3
0
8

1
,2
6
9

6
9

0
0

0
0

25
減
債
基
金

6
4
3

6
4
6

4
4
9

2
5
1

5
2

0
0

0
0

0
0

26
退
職
手
当
基
金

2
,4
3
7

1
,9
4
9

1
,4
5
9

9
6
6

4
7
1

0
0

0
0

0
0

27
基
金
残
高
合
計

7
,3
8
9

5
,9
7
0

4
,8
4
1

3
,6
2
8

2
,8
3
1

1
,2
6
9

6
9

0
0

0
0
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具体的方策の一覧表 
 



 



歳
出
Ⅰ
.職
員
数
の
削
減

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1

職
員
数
の
削
減

2

早
期
退
職
制
度
の
実
施

5
3
1

4
3
9

2
5
4

-
1
6
7

-
2
1
2

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

職
員
数
の
削
減
計
画
は
、
3
S
2
1
計
画
よ
り
も

3
年
程
度
前
倒
し
で
進
捗
し
て
い
る
。
今
回
の

見
直
し
に
よ
り
さ
ら
に
前
倒
し
を
進
め
る
。

職
員
の
前
倒
し
削
減
計
画
を
進
め
る
た
め
、
平

成
1
6
～
1
8
年
度
ま
で
早
期
退
職
制
度
を
実
施

す
る
。
３
年
間
で
4
5
人
以
上
を
目
標
と
す

る
。

N
O

事
務
事
業
名
等

見
直
し
の
内
容

効
果
額

方策一覧表‐1‐



Ⅱ
.給
与
の
見
直
し

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

3

給
料
の
削
減

-
1
6
1

-
1
5
7

-
1
5
0

4

住
居
手
当
の
見
直
し

-
3
2

-
5
2

-
9
5

-
9
0

5

退
職
時
の
特
別
昇
給
の

見
直
し

-
1
5

-
1
8

-
2
4

-
2
7

-
2
9

6

管
理
職
手
当
削
減
の
見

直
し

-
4

-
1
0

-
1
0

-
6

7

勤
勉
手
当
の
加
算
率
を

増
減
し
、
成
果
主
義
を

導
入

△

-
1
5

-
2
1
5

-
2
4
3

-
2
8
2

-
1
2
5

※
非
常
勤
職
員
、
外
郭
団
体
へ
の
人
件
費
補
助
も
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
。

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

効
果
額

見
直
し
の
内
容

国
の
方
向
性
を
見
極
め
つ
つ
、
職
員
に
対
し
業

績
に
対
す
る
評
価
を
行
い
、
勤
勉
手
当
の
加
算

率
の
増
減
を
行
う
。
ま
ず
は
加
点
的
導
入
の
効

果
を
み
た
う
え
で
、
加
減
両
方
を
行
う
本
格
実

施
へ
と
移
行
す
る
。

住
居
費
の
負
担
が
ほ
と
ん
ど
な
い
場
合
に
も
支

給
さ
れ
て
い
る
住
居
手
当
全
体
に
つ
い
て
段
階

的
に
是
正
す
る
。

退
職
手
当
の
算
定
に
あ
た
り
、
「
勤
続
2
0
年

以
上
」
の
場
合
に
一
律
的
に
特
別
昇
給
を
行
う

現
在
の
運
用
を
や
め
る
。

管
理
職
手
当
の
削
減
を
さ
ら
に
３
年
間
継
続
す

る
。
削
減
率
は
部
長
級
1
0
％
、
次
長
級
～
課

長
級
５
％
、
そ
の
他
を
３
％
と
す
る
。

N
O

職
員
の
給
料
を
３
年
間
３
％
削
減
す
る
。

事
務
事
業
名
等

方策一覧表‐2‐



Ⅲ
.市
役
所
の
内
部
改
革

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

8

全
庁
的
な
接
遇
・
マ

ナ
ー
向
上
運
動
の
実
施

△
△

9

市
民
か
ら
の
苦
情
の
重

視
△

△

1
0

簡
素
で
効
率
的
な
組

織
・
機
構
へ
の
見
直
し

△

1
1

本
庁
業
務
の
委
託
化
、

派
遣
職
員
の
導
入

△
　

　

1
2

ス
ピ
ー
ド
を
速
め
る
取

り
組
み

△
　

　
　

1
3

行
政
評
価
制
度
の
充
実

1
4

ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

大
会
（
業
務
改
善
報
告

大
会
）
の
開
催

方策一覧表‐3‐

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

N
o

事
務
事
業
名
等

見
直
し
の
内
容

本
庁
内
業
務
を
再
点
検
し
、
定
型
業
務
等
に
つ

い
て
、
業
務
の
委
託
化
、
派
遣
職
員
の
導
入
、

市
民
パ
ー
ト
ナ
ー
の
導
入
を
進
め
て
い
く
。

部
長
の
権
限
強
化
を
さ
ら
に
進
め
る
。
ま
た
、

権
限
の
下
位
移
譲
を
進
め
、
意
思
決
定
の
ス

ピ
ー
ド
化
を
行
う
。

事
務
事
業
評
価
の
精
度
の
向
上
お
よ
び
施
策
評

価
の
導
入
を
図
る
。

全
庁
的
な
業
務
改
善
運
動
を
行
い
、
各
取
り
組

み
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
発
表
を
行
う
。

直
接
的
な
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
る
た

め
、
全
庁
的
な
接
遇
・
マ
ナ
ー
向
上
運
動
を
実

施
す
る
。

各
課
へ
の
「
市
民
ご
意
見
箱
の
設
置
」
、
「
全

庁
的
な
苦
情
処
理
の
共
有
」
を
行
う
。

職
員
８
６
９
人
体
制
の
前
倒
し
に
と
も
な
い
、

効
率
的
な
運
営
が
行
え
る
組
織
・
機
構
に
見
直

す
。
同
時
に
ポ
ス
ト
レ
ス
解
消
の
時
代
を
迎
え

る
た
め
、
主
査
、
主
幹
、
次
長
な
ど
の
ス
タ
ッ

フ
職
の
廃
止
の
準
備
を
行
っ
て
い
く
。



Ⅲ
.市
役
所
の
内
部
改
革

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
5

職
員
と
市
長
の
定
期
的

懇
談
の
実
施

　
　

　
　

　

－
－

－
－

－
効
果
額

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

見
直
し
の
内
容

方策一覧表‐4‐

N
o

事
務
事
業
名
等

職
員
と
市
長
が
定
期
的
に
懇
談
を
行
い
、
組
織

と
し
て
の
一
体
感
を
高
め
て
い
く
。



Ⅳ
.事
務
事
業
の
見
直
し

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
6

補
助
金
の
見
直
し

△

1
7

扶
助
費
、
給
付
金
等
の

見
直
し

△

1
8

国
庫
補
助
金
一
般
財
源

化
事
業
の
再
検
討

△

1
9

義
務
教
育
施
設
の
統
廃

合
△

△
△

△

2
0

診
療
所
の
見
直
し

△

2
1

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
の
見
直
し

△

2
2

公
立
保
育
所
の
民
営
化

2
3

学
校
給
食
調
理
業
務
の

民
間
委
託

事
業
補
助
金
、
団
体
補
助
金
、
奨
励
補
助
金
、

外
郭
団
体
に
対
す
る
補
助
金
、
個
人
補
助
金
等

の
見
直
し
を
行
う
。
全
体
と
し
て
1
0
％
程
度

の
削
減
を
目
標
と
す
る
。

民
営
化
の
推
進
に
向
け
公
立
・
法
人
立
保
育
業

務
の
調
整
を
行
う
と
共
に
、
民
営
化
計
画
の
策

定
を
行
う
。

残
り
５
校
に
つ
い
て
、
職
員
の
退
職
状
況
等
を

み
な
が
ら
推
進
す
る
（
平
成
1
8
年
度
２
校
、

2
0
年
度
２
校
、
2
1
年
度
１
校
）
。

民
間
の
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
が
増
加

し
て
い
る
。
民
間
と
競
合
し
利
用
者
が
少
な
い

住
道
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
廃
止

す
る
。

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

児
童
生
徒
数
、
学
級
数
に
お
い
て
過
小
規
模
と

考
え
ら
れ
る
学
校
に
つ
い
て
は
、
将
来
見
込

み
・
立
地
条
件
等
を
勘
案
し
つ
つ
統
廃
合
に
向

け
て
検
討
す
る
。

民
間
病
院
の
進
出
に
よ
り
、
公
立
診
療
所
の
役

割
を
検
討
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
内
科
を
廃
止
し
小
児
科
の
み
と
す
る
。

給
付
金
は
、
自
立
支
援
の
視
点
か
ら
見
直
す
。

ま
た
、
国
の
補
助
負
担
金
を
受
け
て
実
施
す
る

扶
助
費
で
あ
っ
て
も
、
当
然
の
支
出
と
認
識
せ

ず
調
査
等
を
十
分
に
行
い
適
正
な
執
行
に
努
め

る
。

三
位
一
体
改
革
に
よ
り
国
庫
補
助
金
が
一
般
財

源
化
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

国
基
準
ど
お
り
と
せ
ず
、
地
域
の
特
性
に
応
じ

た
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
る
。

N
o

事
務
事
業
名
等

見
直
し
の
内
容

方策一覧表‐5‐



Ⅳ
.事
務
事
業
の
見
直
し

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
4

公
共
施
設
の
効
率
的
な

運
営

△

2
5

施
設
の
維
持
管
理
費
の

節
減

2
6

事
務
業
務
委
託
の
見
直

し

2
7

類
似
事
業
、
類
似
施
設

の
見
直
し

△

2
8

イ
ベ
ン
ト
の
整
理
・
見

直
し

△

2
9

情
報
化
の
推
進

3
0

特
別
会
計
の
経
常
経
費

の
削
減

-
9
7

-
1
9
1

-
2
8
3

-
3
7
3

N
o

事
務
事
業
名
等

「
大
東
市
情
報
化
推
進
計
画
」
に
基
づ
き
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
行
政
の
効
率
化
を
進
め

る
。

同
一
分
野
に
お
け
る
類
似
事
業
の
整
理
、
類
似

施
設
の
機
能
・
役
割
の
整
理
見
直
し
を
行
う
。

イ
ベ
ン
ト
の
事
業
効
果
、
類
似
イ
ベ
ン
ト
の
整

理
・
見
直
し
を
行
う
。

一
般
会
計
と
同
様
、
繰
出
対
象
と
な
る
経
常
経

費
の
1
0
％
を
削
減
す
る
。
(義
務
的
経
費
を
除

く
)

各
施
設
に
つ
い
て
、
再
任
用
職
員
等
に
よ
る
直

営
で
行
う
の
か
、
指
定
管
理
者
制
度
を
適
用
し

民
間
委
託
で
行
う
の
か
、
運
営
方
法
の
あ
り
方

を
検
討
し
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
効
率
的
な

運
営
を
進
め
る
。

施
設
管
理
委
託
の
仕
様
書
の
見
直
し
、
総
合
管

理
契
約
の
検
討
な
ど
コ
ス
ト
の
節
減
を
図
る
。

長
期
に
わ
た
り
同
一
業
者
に
委
託
し
て
い
る
業

務
に
競
争
性
を
導
入
す
る
。
ま
た
す
で
に
委
託

し
て
い
る
業
務
で
も
、
委
託
せ
ず
現
在
の
職
員

配
置
の
な
か
で
で
き
な
い
か
改
め
て
再
点
検
す

る
。

効
果
額

見
直
し
の
内
容

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

方策一覧表‐6‐



ⅴ
.投
資
的
経
費
の
抑
制

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

3
1

公
共
事
業
の
見
直
し

3
2

市
単
独
建
設
事
業
の
重

点
化

0
0

-
6
2

-
6
2

-
6
2

方策一覧表‐7‐

効
果
額

義
務
教
育
施
設
等
公
共
施
設
の
老
朽
化
が
進
ん

で
い
る
。
耐
震
、
老
朽
化
対
策
工
事
を
重
点
と

し
、
新
規
事
業
は
抑
制
す
る
。
投
資
的
経
費
を

お
お
む
ね
３
億
円
程
度
減
額
し
、
毎
年
度
４
０

億
円
程
度
と
す
る
。

公
共
事
業
に
対
す
る
国
庫
補
助
金
が
大
き
く
見

直
さ
れ
る
。
補
助
を
前
提
に
事
業
化
し
て
い
る

の
で
、
事
業
そ
の
も
の
の
検
討
や
地
域
の
特
性

に
応
じ
た
事
業
内
容
に
改
善
す
る
必
要
が
な
い

か
再
検
討
す
る
。

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

N
O

事
務
事
業
名
等

見
直
し
の
内
容



Ⅵ
.特
別
会
計
の
財
政
健
全
化

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

3
3

国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
の
財
政
健
全
化

△

3
4

公
共
下
水
道
事
業
特
別

会
計
へ
の
繰
り
出
し
金

の
抑
制

△
△

△
△

－
－

－
－

－

N
O

事
務
事
業
名
等

財
政
健
全
化
計
画
の
策
定
を
行
い
、
健
全
化
策

を
進
め
る
。
ま
た
真
に
赤
字
解
消
に
つ
な
が
る

よ
う
な
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

資
本
費
平
準
化
債
の
発
行
を
検
討
す
る
。

見
直
し
の
内
容

効
果
額

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

方策一覧表‐8‐



Ⅶ
.一
部
事
務
組
合
事
業
の
見
直
し

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

3
5

し
尿
処
理
業
務
の
見
直

し
△

3
6

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
見

直
し

△
△

△

－
－

－
－

－

方策一覧表‐9‐

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

効
果
額

N
O

し
尿
の
公
共
下
水
道
へ
の
直
接
投
入
施
設
を
整

備
す
る
の
で
、
そ
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

入
所
者
の
減
少
傾
向
、
河
北
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
建
て
替
え
の
難
し
さ
等
課
題
が
多
い
。
措
置

移
管
を
検
討
す
る
。

事
務
事
業
名
等

見
直
し
の
内
容



歳
入
Ⅷ
.歳
入
の
確
保

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

3
7

徴
収
率
の
向
上

0
4
5

9
2

1
4
0

3
8

納
税
の
利
便
性
向
上

△

3
9

適
正
課
税
の
推
進

4
0

政
策
税
制
の
実
施

△
△

△
△

4
1

産
業
振
興
策
の
強
化

△
△

△
△

4
2

使
用
料
・
手
数
料
等
の

算
定
の
基
準
化
、
ル
ー

ル
化
及
び
適
正
化

5
1
0

1
0

1
0

4
3

使
用
料
・
手
数
料
等
の

徴
収
の
適
正
化

6
1
2

1
6

1
9

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

公
営
住
宅
家
賃
な
ど
収
納
率
が
低
下
し
て
い

る
。
負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
滞
納
対
策
を

強
化
す
る
。

N
O

事
務
事
業
名
等

使
用
料
・
手
数
料
等
の
算
定
根
拠
を
明
確
に

し
、
見
直
し
の
ル
ー
ル
化
を
図
る
。
そ
の
う
え

で
、
料
金
の
適
正
化
を
図
る
。

課
税
客
体
の
把
握
、
調
査
の
強
化
を
図
り
、
課

税
に
つ
な
げ
る
。見
直
し
の
内
容

１
％
向
上
の
た
め
の
対
策
を
実
施
す
る
。
平
成

1
7
年
度
ま
で
に
低
下
を
止
め
、
以
後
２
年
間

で
0
.5
％
、
４
年
間
で
１
％
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ
を
図
る
。

起
業
後
数
年
間
の
法
人
市
民
税
割
の
税
率
引
き

下
げ
な
ど
起
業
者
支
援
税
制
の
検
討
を
行
う
。

コ
ン
ビ
ニ
納
税
、
口
座
振
替
の
推
進
を
図
る
。

産
業
・
商
業
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
、
企
業
誘

致
の
た
め
の
補
助
金
制
度
創
設
、
新
規
の
施
策

展
開
を
検
討
す
る
。

方策一覧表‐10‐



歳
入
Ⅷ
.歳
入
の
確
保

単
位
：
百
万
円

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

4
4

受
益
者
負
担
の
適
正
化

2
0

2
0

2
0

4
5

市
有
地
の
売
却
等

△
△

△
△

△

0
1
1

8
7

1
3
8

1
8
9

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

歳
出

-
1
,1
6
5

5
1
6

1
2
7

-
2
4
2

-
7
9
4

-
7
7
2

歳
入

4
2
5

0
1
1

8
7

1
3
8

1
8
9

合
計

1
,5
9
0

-
5
1
6

-
1
1
6

3
2
9

9
3
2

9
6
1

検
討
(△
)・
推
進
(→
)

方策一覧表‐11‐

効
果
額

N
O

事
務
事
業
名
等

特
定
の
個
人
に
受
益
が
あ
り
、
市
民
負
担
を
求

め
る
べ
き
事
業
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
。

見
直
し
の
内
容

効
果
額
合
計

合
計
額

利
用
目
的
の
な
い
あ
る
い
は
利
用
度
の
低
い
土

地
の
売
却
を
進
め
る
。
ま
た
市
有
地
の
貸
付
け

料
の
適
正
化
が
必
要
な
物
件
に
つ
い
て
是
正
す

る
。
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１ 財政の現状 

（１）決算規模及び収支 

 

 

・ 決算規模は、右肩あがりから減少傾向に変化しています。 

・ 収支は、平成７年度以降黒字決算を維持しています。 

・ 行財政改革の推進、基金の取崩しで収支を保ってきました。 

 

 

 決算額及び収支の状況   

      

     単位:百万円 

  歳入決算額 歳出決算額 実質収支 単年度収支 実質単年度収支 

平成元年度 29,161 30,750 △1,666 △103 △116 

平成2年度 30,590 31,626 △1,091 574 790 

平成3年度 33,285 33,485 △236 856 263 

平成4年度 32,057 32,335 △295 △60 344 

平成5年度 32,902 33,072 △252 43 851 

平成6年度 33,431 33,471 △96 156 538 

平成7年度 35,724 35,534 109 205 569 

平成8年度 38,768 38,475 133 24 948 

平成9年度 38,820 38,487 218 85 1,245 

平成10年度 40,665 39,854 186 △32 101 

平成11年度 41,075 40,957 62 △124 △322 

平成12年度 40,104 39,882 41 △21 236 

平成13年度 41,139 40,989 56 16 △72 

平成14年度 39,569 39,275 276 220 267 

平成15年度 39,472 39,106 279 3 550 

 

 

  平成元年度から平成１５年度の普通会計における決算規模、収支は表のと

おりです。決算規模は、その時々の大きな建設事業の有無等により多少の増

減はありますが、総じて右肩上がりで推移しています。ただ、直近の２年間

は連続して減少しています。さらに平成１６年度も借換債を除けば実質的に



 

資料編-2- 

減少することはほぼ確実で、決算規模は３年続けて減少することになります。 

  収支は、平成７年度に１３年ぶりに黒字に転換し、以来黒字決算を続けて

います。また、財政健全化を最優先させる縮小均衡策は行わず、行財政改革

を継続しながら市民サービスを維持・向上させる基本姿勢を堅持しています。

したがって財源が不足すれば、基金を取り崩し、中期的な視点から財政健全

化対策を講じ、黒字決算を保ってきました。 
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（２）財政構造について 

 ① 経常収支比率の状況 

 

・ 経常収支比率は、９５％以上で推移しており、財政構造の硬直化が常

態化しています。 

・ 財政構造が硬直化していますので、今後の市税、地方交付税等の財源

減少に対する財政的な対応力がありません。 

 

 

経常収支比率は、経常経費充当一般財源等の額を経常一般財源等の額で除

して算出されます。すなわち経常経費に必要な財源を、経常的な財源でどれ

くらい賄えるのかを表しています。経常的な財源に余剰があるのが通常で、

この場合経常収支比率は100％以下となります。経常一般財源等の余剰は建

設事業や新規ソフト事業等の臨時的経費に充当できますが、経常一般財源等

の余剰が多いほど財政対応力は増し財政構造に弾力性があることになります。 

経常収支比率の推移をみると、最近では95%以上で推移しています。府内

都市平均は平成元年度から80%台、平成６年度以降90%台となっています。

本市の場合、平成元年度以降全て 90%台で、うち４回が 100%を超えてい

ます。経常収支比率は、90%を超えると非常事態といわれますが、本市の場

合、非常事態が常態化しています。 

 

経常収支比率

70

75

80

85

90

95

100

105

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年度

率

本市 府内都市平均 類似団体

 
 

この比率は、今後、極めて重要な意味を持っています。建設事業等の臨時

的経費支出へのゆとりの度合いとともに、今後の市税の減少や三位一体改革

による地方交付税の減少に対して、どれだけ耐えられる体力を持っているか

をみることができるからです。類似団体の経常収支比率は、80%台半ばで本
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市とは10%超の開きがあります。これを本市の額に直しますと、類似団体は

一般財源で 20 億円以上本市より余裕があるということになり、逆に本市は

今後の市税の減少や三位一体改革による地方交付税の減少に対し、ほとんど

対応力がないことになります。 

 

 ② 公債費比率等の状況 

 

 

・ 現状では、公債費比率等は府内都市平均よりも低い状態にあります。 

・ 今後は投資的経費の増加、臨時財政対策債の償還で上昇します。 

 

公債費の負担度を表す指標としては３種類の指標があります。①一般財源

総額に対する公債費充当一般財源の割合を示す「公債費負担比率」、②交付税

に算入されている公債費相当額を除いて算出される「公債費比率(単年度)」、

③市が起債の発行を制限される場合のボーダーラインである起債制限比率(３

カ年平均)です。 

現時点ではいずれの指標とも府内都市平均よりも低くなっています。これ

はバブル経済の前後を通じて地方債の発行を抑制してきたことによります。

しかしながらここ最近では、やや上昇傾向に転じています。これは黒字決算

に転換以後、投資的経費を増やしてきた結果です。また平成１３年度以降、

臨時財政対策債の発行も増加しているため、今後比率は上昇します。 

公債費比率の推移
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 ③ 地方債残高の状況 

 

 

・ 臨時財政対策債の増加が著しい。 

・ 下水道事業債の増加が繰出金を増加させています。 

 

 

「人口一人当たり地方債残高」の推移では、府内都市平均より少ない水準

となっています。しかし近年の地方債残高の動きでは、平成７年度以後の建

設事業の増加や、平成１３年度以後の臨時財政対策債の発行急増で、残高が

大きく増加しています。増加の内容を分析すると、建設事業に充当している

地方債については近年減少傾向にありますが、臨時財政対策債の増加が著し

く増加しています。臨時財政対策債は、一般財源の減少を補うもので、いま

すぐに発行を止めることになれば市民生活の基礎的なサービスにも影響が出

てきます。現状では発行はやむを得ないものですが、できるだけ抑制する方

向で努力しなければなりません。 
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また、公共下水道特別会計の地方債残高は、下水道整備事業を重点事業と

して積極的に取り組んできたことから、すでに普通会計の地方債残高を上回

っています。現在、公共下水道事業は、平成１８年度末までに人口普及率90%

となるよう進めており、地方債残高は今後更に増加します。地方債発行は、

繰出金の増加に直結するため、注意が必要です。 
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 ④ 積立金残高の状況 

 

 

・ 積立金残高は府内都市平均よりも多く、減少も少ない。 

・ 財源不足に活用できる基金は、約７４億円です。 

 

 

「人口一人当たりの積立金残高」を府内都市平均の推移と比べると、やや

多い水準で推移しています。積立基金残高の府内都市平均は平成４年度以後

減少に転じ、本市も平成９年度以降は減少に転じています。しかし、本市の

減少割合は府内平均よりも小さい状況です。 

財政運営上財源が不足した場合、活用できる基金としては、財政調整基金、

減債基金及び職員の大量退職期における職員退職手当基金の３つの基金があ

り、これらの基金合計は平成１５年度末で７４億円となっています。 
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２ 歳入の状況 

（１）市税について 

 

 

 ・ 市税の減少は、平成１５年度と平成１６年度の２年間で２０億円程

度にのぼります。 

・ 社会・経済の「構造的要因」により減少していますので、容易に回

復しません。 

  

 

市税総額は図のとおり、平成９年度以降連続して減少しています。平成１

５年度で７億５千万円、平成１６年度も１２億５千万円程度の減少と見込ん

でいます。わずか２年で２０億円もの市税が減少する見込みです。税目別の

推移では、個人市民税が景気回復の遅れによる所得の減少と、納税義務者数

そのものの減少もあって、減少を続けています。所得の減少は、雇用環境の

悪化もあり、景気が本格的に回復しても大きく増加するとは考えられません。 

 

市税の推移
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また納税義務者の減少は、生産年齢人口が減少していることや、職を持た

ない若者が増加するなど、社会構造の変化によるものです。 

固定資産税は、土地については価格の下落がようやく緩和の兆しをみせて

いますが、いまなお厳しい状況にあります。 

法人市民税については、平成１４年度、平成１５年度と大きく増加しまし
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たが、平成１６年度は一転しておよそ半分の額にまで減少する見込みです。

法人市民税は同じ業種の上位２社で税額の５０%を占めていて、うち１社が

年度途中で合併して消滅しています。非常に安定性に欠ける状況です。 

  人口一人当たりの税額では、最近は府内都市平均をわずかに下回る水準で

推移しています。平成１５年度では、法人市民税の増加などにより府内都市

平均(142,420 円)を上回る額(143,811 円)となりましたが、平成１６年度

以降は法人市民税が減少するため、楽観ができません。 
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（２）地方交付税及び臨時財政対策債について 

 

 

  ・ 国の三位一体改革の地方交付税削減は、今後５年間で現在発行して

いる臨時財政対策債相当額が減少すると予想されます。 

・ 地方交付税の総額削減により、財源保障機能が弱まる方向にあり、

一層の歳出削減が求められます。 

 

 

地方交付税は、今後国の三位一体改革によってその総額が削減されます。

改革の初年度は、臨時財政対策債と合わせてマイナス１２％と大幅な削減で

した。今後の改革では、少なくとも国の地方交付税の原資不足を地方負担で

補っている臨時財政対策債相当額程度は削減されると見込まれます。具体に

本市にどの程度の影響があるか、推移を見守る必要がありますが、基本的な

方向としては、地方全体の歳出の一層の見直しを前提に、地方交付税は「財

源保障機能」を弱め、不交付団体が増えていくことになります。本市として

も一層の歳出削減が求められます。 
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３ 歳出の状況 

 

 

 ・ 一般財源ベースの経常経費は、平成１２年度以降横ばい傾向にありま

す。 

 ・ 財源は、平成１３年度以降急速に減少(臨時財政対策債等(赤字地方債)

を加えて横ばいを維持)しており、一層の歳出削減が課題です。 

 

 

下図の中で、経常経費充当一般財源の推移は、平成１２年度以降ほぼ横ば

いで推移しています。物件費、扶助費、繰出金等の増加を人件費の減少で相

殺し増加を抑制しているためです。 

一方、経常一般財源の推移は、平成１３年度以降大きく減少しています。

市税の減少や普通交付税の一部が赤字地方債に振り替えられたことによるも

のです。平成１５年度は、平成元年度の１．１倍の水準にまで減少していま

す。これらの減少は、赤字地方債を加えた額の推移でもわかるように、地方

債の発行によってかろうじて横ばいを維持している状況です。 

 

経常経費と財源の推移(指数)
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（１）人件費 

 

  

・ 人件費総額は、１０年以上前の額にまで減少していますが、府内

都市平均と比較するとまだ大きい状況です。 

・ 職員の新陳代謝があまり進んでおらず、依然として年齢構成の高

齢化が人件費総額を大きくしています。 

 

 

人件費は、本市自身の動きからみれば、職員数の削減計画による職員数の

減少や給与費単価の抑制などにより相当減少しています。平成１５年度の人

件費総額でも、すでに１０年以上前の額にまで減少しています。 

 

人件費総額の推移
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しかし経常収支比率における人件費の率は、常に府内都市平均よりも４ポ

イント程度高い水準にあり、図の「人口一人当たり人件費・一般財源ベース」

でも、府内都市平均より常に本市の方が高い額で推移しています。この原因

としては、本市における職員の年齢構成の高齢化が最も大きな要因となって

います。 
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人口一人当たり人件費・一般財源ベース
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（２）公債費 

 

 

 ・ 現在は府内都市平均よりも低く安定していますが、今後は平成１６年

度に借換えする減税補てん債、平成１３年度以降発行している臨時財

政対策債の元金償還が始まるので増加します。 

  

 

公債費は、図の「人口一人当たり公債費・一般財源ベース」でみると、平

成７年度にそれまで高かった本市と府内都市平均が逆転しています。バブル

経済期に、地方債発行を抑制していた効果が現れています。しかしその後本

市も、まちづくりへの投資を増やしてきているので、わずかに増えつつあり

ます。今後は、平成１６年度に借換えする減税補てん債、平成１３年度以降

発行している臨時財政対策債の元金償還が、平成１７年度から始まるため増

加していきます。 

 

人口一人当たり公債費・一般財源ベース
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（３）扶助費 

 

 

・ これまで生活保護費の伸びが低かったため、府内都市平均よりも扶

助費の負担が少なかった。 

・ 児童扶養手当事務の市への移管、児童手当支給年齢の拡大、乳幼児

医療助成の対象年齢拡大のほか、最近は雇用情勢などが厳しく生活

保護費も急増しています。 

 

 

扶助費は、図の「人口一人当たり扶助費・一般財源ベース」でみると、平

成８年度以降、府内都市平均よりも本市のほうが低くなっています。これは、

本市の生活保護費の伸びが低いことによるものです。平成１２年度に扶助費

が低下したのは、介護保険制度の創設によるものです。平成１３年度以降の

伸びが高いのは、児童扶養手当事務が市に移管されたこと、児童手当支給年

齢の拡大、乳幼児医療助成の対象年齢拡大などによるものです。最近は雇用

状況が厳しいことなどから、生活保護費が急増しています。 

 

人口一人当たり扶助費・一般財源ベース
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（４）物件費 

 

 

 ・ 府内都市平均よりも、物件費が少ない。財政的理由で経費節減の努

力を行ってきた結果です。 

 ・ 福祉・教育分野の充実、行政改革による人件費削減で事務業務委託

にかかる物件費が増加します。 

 

 

物件費は、図の人口一人当たり物件費・一般財源ベースでみると、府内都

市平均がバブル経済期以降大きな伸びを示したのに対し、本市は抑制的に推

移しています。長期にわたる財政難で物件費の節減努力を行ってきた結果で

す。平成１２年度以降は、本市の伸びのほうが大きく格差が縮まってきてい

ます。放課後児童健全育成事業の推進など、福祉、教育分野の充実や職員数

削減計画の進捗にともなって増加する事務業務委託によるものです。 

 

人口一人当たり物件費・一般財源ベース
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（５）繰出金 

 

  

・ 繰出金は、経常収支比率が高い人件費についで第２の要因で

す。 

・ 国保、公共下水道事業、介護保険ともに今後の増加要因があり

ます。 

 

 

繰出金は、人件費についで経常収支比率が高い第２の要因です。このため、

特別会計への繰出金の見直しが課題です。図の「人口一人当たり繰出金・一

般財源ベース」では、平成１２年度以降の増加が顕著なのは、介護保険制度

創設、国保財政健全化計画による赤字補てんの増加、公共下水道事業の地方

債償還額の増加によるものです。平成１５年度で本市の額が減少しているの

は、国保会計への赤字補てんを抑制したためです。 

今後も、介護給付の対象者の自然増加、公共下水道の地方債残高の増加、

国保会計の単年度赤字が５億円程度に増えていることなど、繰出金の増加要

因があります。 

 

人口一人当たり繰出金・一般財源ベース
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（６）投資的経費 

 

  

・ 府内都市平均が減少傾向を続けているのに比べ、本市は一定の

水準を維持しています。 

・ 現在、新たな事業が本格化するまでの端境期にあります。 

 

 

投資的経費は、図の「人口一人当たり投資的経費・一般財源ベース」でみ

ると、府内都市平均が平成３年度をピークに大きく下げています。これはバ

ブル経済崩壊で事業を抑制したためです。本市は平成７年度に実質収支が黒

字に転換したのを機に増加させています。年度によって増減を繰り返しなが

らも、一定の範囲内で推移しています。平成１３年度以降はこれまで進めて

きた住道駅周辺整備事業、都市公園整備事業等の事業が一段落してきたこと

もあり減少しています。 

  現在は西部図書館整備事業、生涯学習センター整備事業、深野北御供田線

整備事業など新たな事業がいくつかスタートしています。 

 

人口一人当たり投資的経費・一般財源ベース
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